
 　　なお、試験は不合格となります。

６． 解答が終わり途中退室を希望される方は、挙手にて係員にお知らせください。

     係員が試験問題等を回収した後、他の受験者の迷惑とならないよう静かに退室ください。

※携帯電話等の電源は他の受験者の迷惑となりますので、必ず電源をお切りください。

北海道運輸局

【注意事項】

１． 試験時間は、50分間です。

２． 試験開始の合図があるまで、問題は開けないでください。

３． 問題用紙は、表紙を含めて６枚です。

４． 問題用紙は、持ち帰らないでください。

５． 不正な行為をされた場合は、直ちに受験を停止し、退場いただきます。

一般貸切旅客自動車運送事業法令試験問題

事業者名：

受験者名：
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６． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者の酒気帯びの有無の確認のためにアルコール検
知器を用いる必要があるが、アルコール検知器が故障してしまった場合はこの限りではない。

【　　　　】

７． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやか
に原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならな
い。

【　　　　】

４． 一般貸切旅客自動車運送事業者が死亡した場合、相続人が被相続人の経営していた一般貸
切旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときには、被相続人の死亡後６０日以内に、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。

【　　　　】

５． 一般貸切旅客自動車運送事業に従事する運転者は、乗務中は運行指示書を携行しなければ
ならない。

【　　　　】

２． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅
客の運送をしてはならない。

【　　　　】

３． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を
常時選任しておかなければならない。

【　　　　】

一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令知識について

・次の文章において、内容が正しいものには【　】内に○印を、内容が間違っているものには【　】に×印を

記載してください。

１． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後１００日以内に毎事業年度に係る事
業報告書を管轄地方運輸局長に提出しなければならない。

【　　　　】

３
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【　　　　】

【　　　　】

１４．一般貸切旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。

【　　　　】

１５．一般貸切旅客自動車運送事業者は事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければ
ならない。ただし、天災その他やむを得ない場合はこの限りではない。

【　　　　】

１２．一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款を適用する場合において、旅客は、原則として乗
車券を所持せずに乗車できない。

【　　　　】

１３．一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後で
なければ、これを実施してはならない

【　　　　】

１０．一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基
礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りで
はない。

【　　　　】

１１．一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合は、当該自動車
の平均速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、この記録を一年間保
存しなければならない。

８． 旅客が運送を申し込む際の運送申込書は、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に規
定されているが、道路運送法と旅客自動車運送事業運輸規則には規定されていない。

【　　　　】

９． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備
える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の
運送を目的としない場合は、この限りでない。
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[  ア．点呼　　イ．確認　　ウ．面談 ]

２３．道路運送車両法第５０条の規定に基づき整備管理者を選任したときは、その日から（　　　）以
内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

[  ア．十日　　イ．十五日　　ウ．三十日 ]

[  ア．業務の適確な実行　　イ．点呼の実施　　ウ．乗務員の研修 ]

２１．輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインは、貸切バスの利用者に対し
て、（　　　）のために必要な行程作成や契約上の留意点への理解と十分な配慮を求めることに
より、安全をより確実にすることを目的としている。

[  ア．適切な運賃収受　　イ．適切な運行管理　　ウ．安全運行の確保 ]

２２．一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務しようとするとき及び乗務
を終了したときは、当該旅客自動車運送事業者が行う（　　　）を受け、報告をすること。

[  ア．６ヶ月以上　　イ．１年以上　　ウ．２年以上 ]

１９．一般貸切旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基
準に従って事業用自動車の運転者の（　　　）及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させ
なければならない。

[  ア．休憩時間　　イ．勤務時間　　ウ．出勤時間 ]

２０．一般貸切旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、旅客自動車運送事業運輸規則
第４８条各号に掲げる（　　　）及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければ
ならない。

１７．旅客自動車運送事業運輸規則は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、
輸送の安全及び（　　　）を図ることを目的とする。

[  ア．事業者の利便　　イ．従業員の利便　　ウ．旅客の利便 ]

１８．一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は（　　　）の懲役又は禁固の刑に処
せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から５年を経過していなけれ
ばならない。

・以下の各設問の（　　　）内に、正しいと思う語句を［　　　］から選択し、記号を（　　　）に記入してください。

１６．一般貸切旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又
は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触した事故であり、死者又は重傷者を生じた場
合は、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、（　　　）以内においてできる限り速やか
に、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

[  ア．十二時間　　イ．二十四時間　　ウ．四十八時間 ]
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ア．１５日　　イ．３０日　　ウ．６０日　　エ．１００日　　オ．１年　　カ．法　　キ．公表　　ク．告示
ケ．通達　　コ．命令　　サ．省令　　シ．報告　　ス．指導　　セ．届出　　ソ．回答

ア．所有権　　イ．運行管理者　　ウ．出発地　　エ．保安基準　　オ．運行の安全　　カ．技術の
向上　　キ．火災　　ク．利益　　ケ．迅速　　コ．走行距離　　サ．重大な事故　　シ．運営を適正
ス．目的地　　セ．点検　　ソ．継続　　タ．営業所　　チ．公害の防止　　ツ．適切な時期　　テ．
公共の福祉　　ト．保護　　ナ．乗務員の服務

キ．前年４月１日から３月３１日迄の期間　　ク．前年１０月１日から９月３０日迄の期間

２７．一般貸切旅客自動車運送事業者が提出する下記の報告書の、報告期間と提出時期を下欄から選
び、括弧内に記号を入れて下さい。 
①事業報告書　　：報告期間（　　　）に係るもの　提出時期（　　　）　　 
②輸送実績報告書：報告期間（　　　）に係るもの　提出時期（　　　）

ア．毎事業年度の経過後１００日以内　　イ．毎年５月３１日まで

ウ．毎事業年度の経過後１２０日以内　　エ．毎年７月３１日まで

オ．毎年１月１日から１２月３１日迄の期間　　カ．毎事業年度

２６．一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が（
）で定めるところにより、主として運行する路線又は（　　　）の状態及びこれに対処することがで
きる（　　　）並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなけ
ればならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び
受けた者を（　　　）し、かつ、その記録を営業所において（　　　）保存しなければならない。

ア．三年間　　イ．通達　　ウ．経路　　エ．法　　オ．申請　　カ．自動車　　キ．教育

ク．告示　　ケ．通達　　コ．五年間　　サ．運転技術　　シ．省令　　ス．報告

セ．一年間　　ソ．記録　　タ．届出　　チ．営業区域　　ツ．運転者

２５．一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗
車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 
（１）旅客の運送を（　　　）すること。 
（２）旅客を（　　　）まで送還すること。 
（３）前各号に掲げるもののほか、旅客を（　　　）すること。

２４．一般貸切旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後（　　　）以内に、輸送の安全に関す
る基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が（　　　）で定める事
項について、インターネットの利用その他の適切な方法により（　　　）しなければならない。
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ツ．適切な時期　　テ．公共の福祉　　ト．保護　　ナ．乗務員の服務

３０．一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の（　　　）の確保に関する業務を行わせる
ため、国土交通省令で定める（　　　）ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のう
ちから、　　（　　　）を選任しなければならない。

※問２８～問３０　共通選択肢

ア．所有権　　イ．運行管理者　　ウ．出発地　　エ．保安基準　　オ．運行の安全

カ．技術の向上　　キ．火災　　ク．利益　　ケ．迅速　　コ．走行距離　　サ．重大な事故

シ．運営を適正　　ス．目的地　　セ．点検　　ソ．継続　　タ．営業所　　チ．公害の防止

・以下の各設問の（　　　）内に、正しいと思う語句を［　　　］から選択し、記号を（　　　）に記入してください。

２８．道路運送法は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的な
ものとすることにより、道路運送の利用者の（　　　）を保護するとともに道路運送の総合的な発
達を図り、もって（　　　）を増進する事を目的とする。

２９．一般貸切旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車が転覆し、（　　　）を起こしその他国
土交通省令で定める（　　　）を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類原因その他国土交通
省令で定める事項を国土交通大臣に届出なければならない。
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【  ×　】

７． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、
必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならない。（旅客自動車運送事業運輸規則
第１６条）

【  ○　】

【  ○　】

５． 一般貸切旅客自動車運送事業に従事する運転者は、乗務中は運行指示書を携行しなければならない。（旅客自
動車運送事業運輸規則第５０条）

【  ○　】

６． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者の酒気帯びの有無の確認のためにアルコール検知器を用いる必要
があるが、アルコール検知器が故障してしまった場合はこの限りではない。（旅客自動車運送事業運輸規則第２４
条、運輸規則の解釈及び運用）

【  ○　】

３． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておか
なければならない。（旅客自動車運送事業運輸規則第３５条）

【  ○　】

４． 一般貸切旅客自動車運送事業者が死亡した場合、相続人が被相続人の経営していた一般貸切旅客自動車運送
事業を引き続き経営しようとするときには、被相続人の死亡後６０日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならない。（道路運送法第３７条）

　　　　　　　記載しなさい。

１． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後１００日以内に毎事業年度に係る事業報告書を管轄
地方運輸局長に提出しなければならない。（旅客自動車運送事業等報告規則第２条）

【  ○　】

２． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしては
ならない。（道路運送法第２０条）

３

一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令知識について（回答）

・次の文章において、内容が正しいものには【　】内に○印を、内容が間違っているものには【　】に×印を
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【  ○　】

１５． 一般貸切旅客自動車運送事業者は事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。ただし、
天災その他やむを得ない場合はこの限りではない。（道路運送法第１６条）

【  ○　】

【  ○　】

１３． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実
施してはならない（旅客自動車運送事業運輸規則第４条）

【  ○　】

１４． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。（道路運送法第２２条の２）

【  ○　】

１１． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合は、当該自動車の平均速度、運行
距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、この記録を一年間保存しなければならない。（旅客自動車
運送事業運輸規則第２６条）

【  ×　】

１２． 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款を適用する場合において、旅客は、原則として乗車券を所持せずに
乗車できない。（一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款第８条第１項）

【  ○　】

９． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、
その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りで
ない。（道路運送法第２５条）

【  ○　】

１０． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収
証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りではない。（旅客自動車運送事業運輸規
則第１０条）

８． 旅客が運送を申し込む際の運送申込書は、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に規定されているが、
道路運送法と旅客自動車運送事業運輸規則には規定されていない。（一般貸切旅客自動車運送事業標準運送
約款第５条）

2 / 5 ページ



[  ア．十日　　イ．十五日　　ウ．三十日 ]

[  ア．点呼　　イ．確認　　ウ．面談 ]

２３． 道路運送車両法第５０条の規定に基づき整備管理者を選任したときは、その日から（　イ： 十五日　）以内に、地
方運輸局長にその旨を届け出なければならない。（道路運送車両法第５２条）

[  ア．適切な運賃収受　　イ．適切な運行管理　　ウ．安全運行の確保 ]

２２． 一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、
当該旅客自動車運送事業者が行う（　ア： 点呼　）を受け、報告をすること。（旅客自動車運送事業運輸規則第５０
条１項）

[  ア．業務の適確な実行　　イ．点呼の実施　　ウ．乗務員の研修 ]

２１． 輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインは、貸切バスの利用者に対して、（　ウ： 安全運行
の確保　）のために必要な行程作成や契約上の留意点への理解と十分な配慮を求めることにより、安全をより確
実にすることを目的としている。（輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインⅠ-１-（２））

[  ア．休憩時間　　イ．勤務時間　　ウ．出勤時間 ]

２０． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、旅客自動車運送事業運輸規則第４８条各号に掲げ
る（　ア： 業務の適確な実行　）及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。（旅客
自動車運送事業運輸規則第４８条の３）

[  ア．６ヶ月以上　　イ．１年以上　　ウ．２年以上 ]

１９． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って事
業用自動車の運転者の（　イ： 勤務時間　）及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならな
い。（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条）

[  ア．事業者の利便　　イ．従業員の利便　　ウ．旅客の利便 ]

１８． 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は（　イ： １年以上　）の懲役又は禁固の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から５年を経過していなければならない。（道路運送法第
７条）

[  ア．十二時間　　イ．二十四時間　　ウ．四十八時間 ]

１７． 旅客自動車運送事業運輸規則は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び（
ウ： 旅客の利便　）を図ることを目的とする。（旅客自動車運送事業運輸規則第１条）

・以下の各設問の（　　　）内に、正しいと思う語句を［　　　］から選択し、（　　　）に記入してください。

１６． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は踏切において鉄
道車両と衝突し、若しくは接触した事故であり、死者又は重傷者を生じた場合は、電話、ファクシミリ装置その他適
当な方法により、（　イ： 二十四時間　）以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は
運輸支局長に速報しなければならない。（自動車事故報告規則第４条）
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ア．１５日　　イ．３０日　　ウ．６０日　　エ．１００日　　オ．１年　　カ．法　　キ．公表　　ク．告示　　ケ．通達　　コ．
命令　　サ．省令　　シ．報告　　ス．指導　　セ．届出　　ソ．回答

ア．所有権　　イ．運行管理者　　ウ．出発地　　エ．保安基準　　オ．運行の安全　　カ．技術の向上　　キ．火災
ク．利益　　ケ．迅速　　コ．走行距離　　サ．重大な事故　　シ．運営を適正　　ス．目的地　　セ．点検　　ソ．継続
タ．営業所　　チ．公害の防止　　ツ．適切な時期　　テ．公共の福祉　　ト．保護　　ナ．乗務員の服務

キ．前年４月１日から３月３１日迄の期間　　ク．前年１０月１日から９月３０日迄の期間

２７． 一般貸切旅客自動車運送事業者が提出する下記の報告書の、報告期間と提出時期を下欄から選び、括弧内に
記号を入れて下さい。 
①事業報告書　　：報告期間（　カ： 毎事業年度　）に係るもの　提出時期（　ア： 毎事業年度の経過後１００日以
内　）　　 
②輸送実績報告書：報告期間（　キ： 前年４月１日から３月３１日迄の期間　）に係るもの　提出時期（　イ： 毎年
５月３１日まで　）　（旅客自動車運送事業等報告規則第２条及び次表）

ア．毎事業年度の経過後１００日以内　　イ．毎年５月３１日まで

ウ．毎事業年度の経過後１２０日以内　　エ．毎年７月３１日まで

オ．毎年１月１日から１２月３１日迄の期間　　カ．毎事業年度

ア．三年間　　イ．通達　　ウ．経路　　エ．法　　オ．申請　　カ．自動車　　キ．教育

ク．告示　　ケ．通達　　コ．五年間　　サ．運転技術　　シ．省令　　ス．報告

セ．一年間　　ソ．記録　　タ．届出　　チ．営業区域　　ツ．運転者

２６． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が（　ク： 告示　）で定め
るところにより、主として運行する路線又は（　チ： 営業区域　）の状態及びこれに対処することができる（　サ： 運
転技術　）並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この
場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を（　ソ： 記録　）し、かつ、そ
の記録を営業所において（　ア： 三年間　）保存しなければならない。（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条）

２５． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客の
ために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 
（１）旅客の運送を（　ソ： 継続　）すること。 
（２）旅客を（　ウ： 出発地　）まで送還すること。 
（３）前各号に掲げるもののほか、旅客を（　ト： 保護　）すること。（旅客自動車運送事業運輸規則第１８条）

２４． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後（　エ： １００日　）以内に、輸送の安全に関する基本
的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が（　ク： 告示　）で定める事項について、イン
ターネットの利用その他の適切な方法により（　キ： 公表　）しなければならない。（旅客自動車運送事業運輸規則
第４７条の７）
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ア．所有権　　イ．運行管理者　　ウ．出発地　　エ．保安基準　　オ．運行の安全

カ．技術の向上　　キ．火災　　ク．利益　　ケ．迅速　　コ．走行距離　　サ．重大な事故

シ．運営を適正　　ス．目的地　　セ．点検　　ソ．継続　　タ．営業所　　チ．公害の防止

ツ．適切な時期　　テ．公共の福祉　　ト．保護　　ナ．乗務員の服務

２９． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車が転覆し、（ キ： 火災 ）を起こしその他国土交通省令
で定める（　サ： 重大な事故　）を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類原因その他国土交通省令で定める事
項を国土交通大臣に届出なければならない。（道路運送法第２９条）

３０． 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の（ オ： 運行の安全 ）の確保に関する業務を行わせるた
め、国土交通省令で定める（　タ： 営業所　）ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、　　（
イ： 運行管理者　）を選任しなければならない。（道路運送法第２３条）

２８． 道路運送法は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることによ
り、道路運送の利用者の（ ク： 利益 ）を保護するとともに道路運送の総合的な発達を図り、もって（　テ： 公共の
福祉　）を増進する事を目的とする。（道路運送法第１条）
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